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１ 策定の趣旨

県では，平成３１年４月１日から開始される森林経営管理制度の円滑な推進及び森

林環境譲与税の効果的な運用を図るため，県の推進体制等を明確化し，制度の推進に

関する基本的な方針を定めるもの。

２ 背景

平成３０年５月２５日，国会において「森林経営管理法」が可決，成立し，平成

３１年４月１日から森林経営管理制度が施行された。

森林経営管理制度とは，森林所有者が経営管理を行うことができない場合に，市町

村が経営管理権を取得した上で，林業経営に適した森林は，意欲と能力のある林業経

営者（民間事業者）に再委託し，林業経営に適さない森林は市町村が自ら経営管理す

ることで，林業経営の効率化及び森林の管理の適正化を一体的に促進するもの。

また，平成３１年４月１日から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行

（森林環境税に係る規定は平成３６年４月１日に施行）（以下，譲与税法）され，同年

９月から税徴収に先行して市町村及び県に譲与が開始される見込みであり，その全額

を森林の経営管理に必要な施策に要する費用に充てることとされている。

一方，県内３５市町村のうち約８割が林業担当職員２名以下の脆弱な体制であり，

かつ実態としては，他業務と兼務している状況のため，森林経営管理制度に対応する

人員の不足や，間伐等の森林整備に関するノウハウ不足が大きな課題となっている。

譲与税法において，県に譲与された森林環境譲与税については「市町村支援に充て
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ること」と規定されているとともに，森林経営管理法においても「県が市町村の経営

管理に関し必要な助言，指導等の支援を行う」こととされており，県の支援体制を明

確にする必要がある。

３ 県の推進体制

県は，制度を円滑に推進していくため，平成３０年度に「森林経営管理制度推進会

議（以下，推進会議）」及び各地方振興事務所（地域事務所）単位に「圏域推進会議」

を設置した。推進会議では，市町村支援策の検討と併せて，制度の運用指針や手法を

解説した「森林経営管理制度の運用及び森林環境譲与税の使途に係るガイドライン（以

下，ガイドライン）」を作成及び更新し，また，圏域推進会議では，各市町村に対し，

ガイドラインを用いて制度の普及と定着を推進していく。なお，運用の中で生じた新

たな課題等については，必要に応じて推進会議でガイドラインに反映しながら，現場

の声に寄り添った市町村支援を推進していく。

また，平成３１年度に，（一社）宮城県林業公社（以下，林業公社）内に新たに市町

村の相談対応や技術指導を担う「宮城県市町村森林経営管理サポートセンター（以下，

サポートセンター）」を設置し，各種相談への対応や，技術的観点から見た森林整備の

ノウハウ等について市町村を支援していく。

県としては，これらのスキームを効果的に運用しながら，市町村の要望等に関して

きめ細かに対応するとともに，市町村，サポートセンター，意欲と能力のある林業経

営者（民間事業者）等と連携・協調し，制度を強力に推進していく。

【推進体制のイメージ】

森林経営管理制度圏域推進会議（７圏域）

○県ガイドラインの普及

○情報共有・技術指導

森林経営管理制度推進会議
●県ガイドライン作成

●市町村支援策検討
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４ 県の推進施策

（１）市町村森林経営管理サポートセンター設置事業

市町村の森林経営管理制度業務を側面から支援する機関を（一社）宮城県林業公社内に設置し，

森林管理等に関する相談対応，技術支援，研修会等を開催する。

（２）意欲と能力のある林業経営者（民間事業者）の確保・育成事業

森林の経営管理を効率的かつ安定的に行うことができる「意欲と能力のある林業経営者」を育

成・確保するため，経営環境の変化や課題を的確にとらえ，組織を創造的に改革・牽引する優れ

た林業経営者を育成する。また，担い手の育成のために経験年数に応じた体系的な研修の実施に

より，林業就業者の定着とキャリアアップを支援する。

＜具体的な取組＞

イ 森林マネジメント力強化支援事業

意欲と能力のある林業経営体（民間事業者）及びそれを目指す事業体の経営力を強化す

るため，専門家による研修やセミナーを開催し，受講支援を行う。

ロ 森林施業プランナー養成事業

集約化施業の推進と森林経営管理を担う森林施業プランナーの養成研修及び資格取得に

必要な森林施業団地の設定等を総合的に支援し，森林施業プランナーの確保を図る。

ハ 森林作業道作設オペレーター育成研修事業

持続可能な森林経営に必要不可欠な丈夫で壊れにくい森林作業道の作成技術向上のため

の研修等を実施する。

ニ 森林作業道作設オペレーター指導者研修事業

次代を担う森林作業道作設オペレーターをＯＪＴ等により育成できる指導者を養成す

る。

ホ 安全講習・技能講習等助成支援事業

「意欲と能力のある林業経営者」（民間事業者）とその育成経営体の業務に必要な安全

講習等の受講支援を行う。

（３）森林情報整備・高度化事業

森林経営管理制度を推進するための基礎資料となる森林情報（森林簿，森林計画図等）の精度・

利便性（クラウド化等）の向上を図るとともに，ＩＣＴやＩｏＴを活用した森林調査技術，木材需

給システムを確立・構築し，スマート林業の推進を図る。

（４）林業普及指導事業

林業技術総合センター及び各地方振興事務所（地域事務所）に配置された森林総合監理士（フォ

レスター）を含む林業普及指導員が，サポートセンターと連携し，必要な情報や資料の提供，制度

推進に向けた普及指導を行う。



- 4 -

５ 当面の目標（第一期目標）

全体目標の達成時期は森林経営管理制度のうち，市町村が委託を受けた森林の経営

管理計画である「経営管理権集積計画（以下，集積計画）」を策定完了した時点とし，

目標値は，経営管理意向調査（以下，意向調査）面積79,000ha及び集積計画策定面積

60,000ha 程度と想定する。

なお，制度開始当初は市町村の体制や森林所有者の認知等に課題があること，集積

計画策定の完遂までには，相当の事務及び処理期間を要すること等を考慮し，当面は

平成３１年度から平成３５年度までの５年間を第一期と定め，目標値を意向調査面積

12,000ha及び集積計画策定面積4,800haとする。

◆意向調査目標面積 ※累計

（1-5 年=2,400ha/y，6-10 年=5,000ha/y，11-15 年=8,400ha/y）

◆ 経営管理権集積計画目標面積 ※累計

【参考：目標の考え方】

（１） 県内の私有林人工林面積（公社，森林整備センター除く）は 101,710ha。このうち，経営管理が行われ

ていない森林（県ガイドラインＰ１０に記載の条件のとおり）を県の森林情報管理システムを用いて抽

出した結果，79,000ha だった。これを意向調査対象面積と想定し，最長１５年で終える計画とする。

（２） 意向調査対象面積 79,000ha のうち，２割程度が今後，「森林経営管理制度」以外で森林整備が進むも

のと想定し，経営管理権集積計画の作成目標は 60,000ha とした。

（３） なお，経営管理権集積計画の年度毎の目標面積は，前年度意向調査面積の 1/2 とした。

H31 H32 H33 H34 H35

目標面積 0ha 1,200ha 2,400ha 3,600ha 4,800ha

H31 H32 H33 H34 H35

目標面積 2,400ha 4,800ha 7,200ha 9,600ha 12,000ha

集積計画策定面積
≒60,000ha

私有林人工林面積

101,710ha

未整備

（公社，森林整備セ

ンター除く） 今後，整備見込み

整備済

森林経営管理制度以外で

集約化が進むもの（約２割）

経営管理が行われ

ていないと見込まれ

る森林（意向調査

対象面積）
(県システムより)

≒79,000ha


